
業労働者の健康確保に配慮しつつ.これを適用しなも1こととすることが必

要となると考えられるo

これについて臥労働時間の遥算規定の適用を行わないこととすると労

働者の過重労働を招き1結果として社会的なコストが増大するのではなし1

かとの指痛も考えられるが,個々の使用者に労働時間を通算することの責

任を間うのでは孝く,臥使用者の集団が労働者の過重労働を招かないよ

ぅ配慮し,労働者自身の健廉に対する意識も清養していくことがより妥当

ではなvlかと考えられるd

イ-競業避止義務

労働者の在職中の競業避止義務についてはl信義則嘩睦第1条第2旬

により雀ずる-ものであ-つて1これを藤めることに7いては特に間題である

との意見はなかったo

このような労働者の在職中の競菓避止義務について.例えば頓働者は

競業避止義務を負うJ.という形で明確化することは疑間であり-信義則な

どの基本的孝ル-ルを定めl後は労使の運営に任せ亭べきではないかとの

意見があった.

そこで,労働者の在職中の競業避止義務については,民汝の-般原則に

委ねl特段の規定を設けないことが適当であるo

退職後の競業避止義務についてはl職業適択の自由との関廃から,これ

を課す契約が無条件に有効とされるものではなくl労働契約の軌点からl

契約が終了しているにもかかわらず労働者が拘.束される根拠と範囲を規定

する必要があるのではないかとの意見があったロp

しかし,競業避止義務につV-て臥観密保持を目的とするもめの挿かに-

競争を制限することを目的とするようなもわがあるが,このような競争制

限的なものに対する考え方が固まっていないとvlう意見があったoまた,

競業避止義務を課すことができる範囲等を規定するにしても,裁判例は場

所的な限象時間的な限乱代償緒置という三つの基準により判断してい
こうとする傾向があるが-例えば,代償措置が必要であるかどうかについ

ても判断が分かれており,競業避止義務を課す契約が有効とされる場合の

具体的な判断基準については-いまだコンセンサスがないという意見もあ

った,

一九手続にづVて,退廟後に競業避止義務を課す場合には-就業規則

ではなく個別契約で明確な定めを交わさなJiナればならないこととすること

や1その期臥範囲を書面により明示することとすることなどが考えられ
るとの意見があったo他九退職後については手続を踏んだからといって
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